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【検討会における検討】

○平成17年４月、基本法施行。
○平成17年４月、基本法に基づき推進会議設置。その下に犯罪被害者等基本計画
　検討会を開催して、基本計画案を検討することを決定。
　〔検討会：有識者及び関係府省庁局長級職員により構成。〕

○平成17年12月26日、推進会議にて基本計画案決定。→翌日（12/27）、閣議決定。

・被害者の意見、要望をヒアリング。615の意見・要望に集約。それらに対する
　施策を一つひとつ検討。
・８月２日、検討会としての基本計画案の骨子をとりまとめ（225施策）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒８月９日、推進会議にて骨子決定。
・パブリックコメント等により多数の意見。451の意見・要望に集約。それら
　について、一つひとつ検討し、骨子に肉付け。
・11月21日、検討会としての基本計画案をとりまとめ（258施策）

第３節 犯罪被害者等基本計画の概要

⑴ 策定の経緯
基本法に基づき、基本計画の案を作成する

ため、平成１７年４月、推進会議の下に犯罪被
害者等基本計画検討会（以下「基本計画検討
会」という。）が設置された。推進会議と基
本計画検討会は、延べ１４回（推進会議３回、
基本計画検討会１１回）開催され、犯罪被害者
等とその支援に携わる者からの要望を広く把

握し、更にパブリックコメントを実施して集
約された１，０６６の意見・要望一つひとつにつ
いて、どのような施策が可能かを検討するこ
とにより、２５８に上る具体的施策を盛り込ん
だ基本計画案を取りまとめた。同年１２月２７
日、基本計画案は閣議にかけられ、政府の基
本計画として決定された。

基本計画策定までの経緯
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　基本計画の策定に当たっては、犯罪被害者等からの意見・要望を聴取し、それら
に対する施策を、「犯罪被害者等施策推進会議」及びその下に「犯罪被害者等基本
計画検討会」において、一つひとつ検討（検討は11回、延べ40時間に及んだ。）。

意見・要望
の聴取

延べ68に上る
犯罪被害者
団体等から
1,066の
意見・要望
（事務局にて
聴取）

平成17年12月27日
閣議決定

一つひとつについて
施策を検討

（犯罪被害者等基本
　計画検討会を開催）

推
進
会
議
へ
引
継

推進会議の検討

既に何らか
の取組が行
われている
もの（多数）

既存の取組を今後も継続
（基本計画には盛り込まず）

・犯罪被害者等のために有用でないもの
・公共の福祉の理念に反するもの
・より有用な代替手段があるもの

新たに取り組む
もの／既存の取
組をさらに充実
させるもの

基本計画には盛り込まず（例外的）

258施策 4つの基本方針
5つの重点課題
258の具体的施策
（ほか、推進体制に
　係る19の項目）

犯罪被害者等
基本計画

⑵ 基本計画の概要
基本計画においては、犯罪被害者等が直面

している困難な状況を打開し、権利利益の保
護を図るという目的を達成するために、個々
の施策の策定・実施や連携に際し、実施者が
目指すべき方向・視点を示すものとして、４
つの「基本方針」が設定されている。また、
犯罪被害者等とその支援に携わる者の広範
囲、多岐にわたる具体的な要望を総覧し整理
する中で、大局的な課題として浮かび上がっ
てきた５つの課題が、「重点課題」として設
定されている。５つの重点課題により、各府
省庁は、個々の施策の実施に当たり各課題に
対する当該施策の位置付けを明確に認識し、

有機的な施策体系の一部を担っているという
意識の下で当該施策に横断的に取り組むこと
が可能となり、各府省庁横断的かつ総合的な
施策が一層効果的に推進されることとなる。
この４つの基本方針、５つの重点課題の下

に、２５８に上る具体的施策が位置付けられて
いる。２５８の施策のうち、約８割に当たる２１１
の施策については、直ちに取り組むこととさ
れており、実施までに検討などを要する約２
割に当たる４６の施策についても、検討の方向
性と期限が示されている。また、施策を総合
的かつ計画的に推進するために必要な事項と
して、推進体制に関する施策が盛り込まれて
いる。

基本計画の作成方針・手順について
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２．精神的・身体的被害の回復・防止への取組（基本法第14・15・19条関係） 69施策

３．刑事手続への関与拡充への取組（基本法第18条関係） 43施策

４．支援等のための体制整備への取組（基本法第11・21・22条関係） 75施策

５．国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組（基本法第20条関係） 29施策

１．損害回復・経済的支援等への取組（基本法第12・13・16・17条関係） 42施策

尊厳にふさわしい
処遇を権利として
保障すること

個々の事情に応じて
適切に行われること

途切れることなく
行われること

国民の総意を形成
しながら展開され
ること

５
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の

重

点

課

題

4 つ の 基 本 方 針

推進体制に関するもの（19項目） 計画期間：５年 合計258施策
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直ちに取り
組む施策
（211項目）

１年以内に実施、
１年以内に結論を得て、その
結論に従った施策を実施
（14項目）

２年以内に実施、
２年以内に結論を得て、その結論
に従った施策を実施（26項目）

３年以内に実施、
３年以内に結論を得て、その結論
に従った施策を実施（３項目）

月21年02月21年91月21年81月21年71成平

施策の実施

施策の実施

施策の実施

※法律所定の検討時期等によるもの（４項目）：「子ども・子育て応援プラン」による一時保護所の環境改善（平成21年度まで）、等

現行の取組を継続（基本計画中に盛り込まず）

盛り込まれた施策・事業数
＝258項目
（加えて、推進体制に関するもの
＝19項目）

４つの基本方針、５つの重点課題

２５８の施策


